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○都市公園条例の一部を改正する条例の一部の施
　行期日を定める規則………………………………（都市計画課）１
　　　告　　　示
○救急病院の認定……………………………………（医療政策課）１
○指定障害福祉サービス事業の廃止………………（障がい福祉課）１
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規　　　　　則

　都市公園条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則をここに公布する。
　　令和８年１月13日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
宮崎県規則第１号
　　　都市公園条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則
　都市公園条例の一部を改正する条例（令和７年宮崎県条例第59号）附則第２号に掲げる規定の施行期日は、令和８年１月31日とする。

告　　　　　示

宮崎県告示第33号
　次の医療機関を、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第
８号）第１条第１項に規定する救急病院と認定した。
　　令和８年１月13日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　名称及び所在地

名　　　　　称 所　　　　在　　　　地

えびの市立病院 えびの市大字原田3223番地

２　救急病院の認定の有効期間
　　令和８年２月１日から令和11年１月31日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第34号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（
平成17年法律第 123号）第46条第２項の規定により、指定障害福祉
サービス事業の廃止について次のとおり届出があった。
　　令和８年１月13日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

事 業 所
番 号

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 所

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 者 廃　止

年月日

サービスの

種 類名　　　称 所　在　地 名　　　称 主たる事務
所の所在地

4510300884 指定生活介護事業
所　茶屋

延岡市北一ヶ岡４
丁目10番４号

特定非営利活動法
人いきいき会

東臼杵郡門川町須
賀崎４丁目48番地

令和８年１月31日
　　　　　　　　

生活介護

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第35号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（

平成17年法律第 123号）第54条第２項の規定により、育成医療及び
更生医療を行う指定自立支援医療機関を次のとおり指定した。
　　令和８年１月13日
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　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

名　称 所在地 担当する医療
の種類

指　定
年月日

白雲堂薬局 高鍋町 薬局 令和８年
１月１日

ニシムタ薬局五十市店 都城市 薬局 令和８年
１月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第36号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により
、次のとおり保安林の指定をする。
　　令和８年１月13日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　保安林の所在場所　東臼杵郡諸塚村大字七ツ山字星ノ久保5547
　－１・5547－３・5547－７（以上３筆について次の図に示す部分
　に限る。）
２　指定の目的　水源の涵

かん

養
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　次の森林については、主伐は択伐による。
　　　　字星ノ久保5547－７（次の図に示す部分に限る。）
　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
　係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び宮崎県東臼杵農林振興
　局並びに諸塚村役場に備え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第37号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第26条の２第２項の規定により
、次のとおり保安林の指定を解除する。
　　令和８年１月13日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１⑴　解除に係る保安林の所在場所　児湯郡新富町大字日置字池田
　　 964－１・ 964−64（以上２筆について次の図に示す部分に限
　　る。）
　⑵　保安林として指定された目的　潮害の防備
　⑶　解除の理由　道路用地とするため
２⑴　解除に係る保安林の所在場所　児湯郡新富町大字日置字池田
　　 964－１・ 964−64（以上２筆について次の図に示す部分に限
　　る。）
　⑵　保安林として指定された目的　公衆の保健
　⑶　解除の理由　道路用地とするため
　（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県環境森林部自然環境
課及び宮崎県児湯農林振興局並びに新富町役場に備え置いて縦覧に
供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第38号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第26条の２第２項の規定により

、次のとおり保安林の指定を解除する予定である。
　　令和８年１月13日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　解除予定保安林の所在場所　東諸県郡綾町大字南俣字大口5695
　－１（次の図に示す部分に限る。）
２　保安林として指定された目的　公衆の保健
３　解除の理由　道路用地とするため　
　　（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県環境森林部自然環
　境課及び宮崎県中部農林振興局並びに綾町役場に備え置いて縦覧
　に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第39号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産
大臣から、次のとおり保安林の指定を解除する予定である旨の通知
があった。
　　令和８年１月13日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　解除予定保安林の所在場所　東諸県郡綾町大字南俣字大口5695
　−１（次の図に示す部分に限る。）
２　保安林として指定された目的　水源の涵

かん

養
３　解除の理由　道路用地とするため
　　（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県環境森林部自然環
　境課及び宮崎県中部農林振興局並びに綾町役場に備え置いて縦覧
　に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第40号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道
路の区域を次のとおり変更する。
　なお、関係図面は、令和８年１月13日から同年１月27日まで宮崎
県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和８年１月13日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

路線

番号

道路の

種　類
路線名 区 間

新旧

の別

敷地の
幅　員
�メートル�

延　長

�メートル�

 343 県道 鰐塚山
田野停
車場線

日南市北郷
町北河内板
谷国有林83
林班ロ小班
から同市同
町北河内板
谷国有林83
林班ロ小班
まで

旧  7.1～
 8.7

11.0

新 12.6～
13.8

11.0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第41号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道
路の供用を次のとおり開始する。
　なお、関係図面は、令和８年１月13日から同年１月27日まで宮崎
県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和８年１月13日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
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路線

番号

道路の

種　類
路線名 区 間 供用開始の期日

 343 県道 鰐塚山
田野停
車場線

日南市北郷
町北河内板
谷国有林83
林班ロ小班
から同市同
町北河内板
谷国有林83
林班ロ小班
まで

令和８年１月13日

公　　　　　告

　宮崎県税条例施行規則（昭和39年宮崎県規則第３号）第76条第１
項の規定により次の軽油引取税に係る免税証を紛失した旨の届出が
あったので、当該免税証は無効とする。
　　令和８年１月13日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　免税証の種類
　　 1,000リットル券28枚
　　 100リットル券11枚
２　用途
　　漁船
３　記号及び番号
　　Ｊ 6501078～Ｊ 6501105　
　　Ｇ 6504558～Ｇ 6504568
４　有効期間
　　令和７年８月１日から令和８年１月31日まで
５　免税証に記載した販売店の名称
　　宮崎県漁業協同組合連合会　日南支所
６　紛失年月日
　　令和７年12月23日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　漁業法（昭和24年法律第 267号。以下「法」という。）第16条第
５項の規定により、くろまぐろ（小型魚）に関する令和７管理年度
における知事管理漁獲可能量を令和７年12月25日付けで次のとおり
変更したので、同項において準用する同条第４項の規定により公表
する。
　　令和８年１月13日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
　くろまぐろ（小型魚）に関する令和７管理年度（令和７年４月１
日から令和８年３月31日までの期間をいう。）における知事管理漁
獲可能量（法第16条第１項に規定する知事管理漁獲可能量をいう。
）は、次の表の左欄に掲げる知事管理区分ごとに、それぞれ同表の
右欄に掲げる数量とする。
第１　くろまぐろ（小型魚）

知事管理区分 数　量

宮崎県くろまぐろ（小型魚）漁船漁業 17.5トン

宮崎県くろまぐろ（小型魚）定置漁業
（４月から６月まで）

4.1トン

宮崎県くろまぐろ（小型魚）定置漁業
（７月から９月まで）

0.4トン

宮崎県くろまぐろ（小型魚）定置漁業
（10月から12月まで）

0.6トン

宮崎県くろまぐろ（小型魚）定置漁業
（１月から３月まで）

1.4トン

監査委員公告

監査委員公告
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第 199条第７項の規定に基づ
き令和７年10月15日から令和７年12月19日までの間に実施した監査
の結果を、同条第９項の規定により、別冊のとおり公表する。
　　令和８年１月13日
　　　　　　　　　　　　　　宮崎県監査委員　川　野　美奈子
　　　　　　　　　　　　　　宮崎県監査委員　木　下　博　義
　　　　　　　　　　　　　　宮崎県監査委員　野　﨑　幸　士
　　　　　　　　　　　　　　宮崎県監査委員　坂　本　康　郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
監査委員公告
　令和７年９月４日付けで提出した監査の結果に対して、宮崎県知
事等から措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法（昭和22
年法律第67号）第 199条第14項の規定により、別冊のとおり公表す
る。
　　令和８年１月13日
　　　　　　　　　　　　　　宮崎県監査委員　川　野　美奈子　
　　　　　　　　　　　　　　宮崎県監査委員　木　下　博　義　
　　　　　　　　　　　　　　宮崎県監査委員　野　﨑　幸　士　
　　　　　　　　　　　　　　宮崎県監査委員　坂　本　康　郎
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